
● 地域間の税収格差の是正等を図るため、関係法令を改正し、以下の事

項を推進されることを提案する。

〈１〉社会保障目的となる地方消費税(引上げ分)の清算基準について

地方消費税の引き上げ分については、地方の社会保障経費を反映

する高齢者人口等を清算基準とすること。。。。

〈２〉現行の地方消費税の清算基準の見直し

人口基準の比率を高め、県外消費支出を考慮した清算基準に変更

すること。

〈３〉地方法人課税と地方消費税の税源交換

地方法人課税については国税化し、国の消費税については地方消

費税化する税源交換について検討すること。

〈４〉地方法人特別税制度の維持

地方法人特別税制度は当面維持すること。

奈良県の提案要望

地方税改革に関する４つの要望

平成２５年７月

【提案要望先】 総務省、財務省

奈良県の税制のあり方を検討する「奈良県税制調査会」を設置。

税源の偏在（格差）是正などについて平成平成平成平成25252525年６月年６月年６月年６月26262626日付けで「地方税改革に関日付けで「地方税改革に関日付けで「地方税改革に関日付けで「地方税改革に関

する４つの提言」する４つの提言」する４つの提言」する４つの提言」をいただき、この要望に反映。

○奈良県税制調査会（平成25年３月設置）

（五十音順）

氏　　　名 所　　属　　・　　職　　名

上村  敏之 関西学院大学経済学部　教授

城戸  英樹 奈良県立大学地域創造学部　准教授

佐藤　主光 一橋大学大学院経済学研究科、国際・公共政策大学院　教授

鈴木  将覚 京都大学経済研究所　准教授

竹本  亨 帝塚山大学経済学部　准教授

林　宏昭（座長） 関西大学経済学部　教授（副学長）

横山  直子 大阪産業大学経済学部　教授
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104,649

16,119
57,979

18,020
010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,00090,000100,000110,000

東京都愛知県大阪府静岡県京都府滋賀県山梨県福井県三重県栃木県広島県茨城県石川県神奈川県岡山県山口県香川県福島県宮城県兵庫県群馬県富山県佐賀県新潟県福岡県岐阜県愛媛県和歌山県長野県徳島県千葉県島根県埼玉県大分県鳥取県山形県北海道宮崎県熊本県岩手県青森県秋田県長崎県沖縄県鹿児島県高知県奈良県

    H20　　法人事業税
    H23　　法人事業税＋地方法人特別譲与税

地方消費税の清算基準における課題地方消費税の清算基準における課題地方消費税の清算基準における課題地方消費税の清算基準における課題

清算基準清算基準清算基準清算基準

小売年間小売年間小売年間小売年間

販売額販売額販売額販売額

ｻｰﾋﾞｽ業対個人ｻｰﾋﾞｽ業対個人ｻｰﾋﾞｽ業対個人ｻｰﾋﾞｽ業対個人

事業収入額事業収入額事業収入額事業収入額

人人人人 口口口口 従業者数従業者数従業者数従業者数

（割（割（割（割 合）合）合）合）
６／８６／８６／８６／８ １／８１／８１／８１／８ １／８１／８１／８１／８

人口人口人口人口 従業者数従業者数従業者数従業者数

１／２１／２１／２１／２ １／２１／２１／２１／２

うち１／２を

市町村へ交付

配分（案）配分（案）配分（案）配分（案）

６５歳以上人口６５歳以上人口６５歳以上人口６５歳以上人口 ３／４３／４３／４３／４

１８歳以下人口１８歳以下人口１８歳以下人口１８歳以下人口 １／４１／４１／４１／４

市町村への市町村への市町村への市町村への

交付基準交付基準交付基準交付基準

人口のみ人口のみ人口のみ人口のみ

１／１１／１１／１１／１

うち１／２を

市町村へ交付

平成２０年度

税収格差税収格差税収格差税収格差 ６．５倍６．５倍６．５倍６．５倍

（最大：東京都／最小：奈良県）

※一人当たり約８万９千円の差

平成２３年度
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◎◎◎◎ H20税制改正で是正後も、東京都と奈良県は、なお税制改正で是正後も、東京都と奈良県は、なお税制改正で是正後も、東京都と奈良県は、なお税制改正で是正後も、東京都と奈良県は、なお３．２倍の格差３．２倍の格差３．２倍の格差３．２倍の格差

（円）

＜法人事業税（地方法人特別税）１人当たり税収＞

地方法人課税における課題地方法人課税における課題地方法人課税における課題地方法人課税における課題

<１> 引き上げ分の清算基準(案)

【県担当部局】 総務部税務課

<２> 現行の清算基準

→「最終消費地と税の帰属地の不一致」「最終消費地と税の帰属地の不一致」「最終消費地と税の帰属地の不一致」「最終消費地と税の帰属地の不一致」

現行の清算基準が供給サイドの統計数値であることが影響

奈良県の奈良県の奈良県の奈良県の1世帯当たり消費支出は全国３位であるにもかかわらず、世帯当たり消費支出は全国３位であるにもかかわらず、世帯当たり消費支出は全国３位であるにもかかわらず、世帯当たり消費支出は全国３位であるにもかかわらず、

清算後の清算後の清算後の清算後の1人当たり地方消費税額は全国最下位レベル人当たり地方消費税額は全国最下位レベル人当たり地方消費税額は全国最下位レベル人当たり地方消費税額は全国最下位レベル

※平成２０年度 ・法人事業税は、「地方税に関する参考計数資料（総務省自治税務局）」の平成２０年度決算額

※平成２３年度 ・法人事業税は、「地方税に関する参考計数資料（総務省自治税務局）」の平成２３年度決算額

・地方法人特別譲与税は、２３年度（５月期、８月期、１１月期及び２月期）の譲与額の合計

今般の地方消費税率の引き上げについては、税源偏在の是正効果は不十分である。今般の地方消費税率の引き上げについては、税源偏在の是正効果は不十分である。今般の地方消費税率の引き上げについては、税源偏在の是正効果は不十分である。今般の地方消費税率の引き上げについては、税源偏在の是正効果は不十分である。

<３> 税源交換について

※１人当たり地方消費税額の格差（都道府県間清算後）

・平成23年度 東京都 27,872円、奈良県 15,269円（格差 約 1.8 倍）

・平成22年度 東京都 31,012円、奈良県 15,819円（格差 約 2.0 倍）

・平成21年度 東京都 25,458円、奈良県 15,166円（格差 約 1.7 倍）

<４> 地方法人特別税制度の維持について

拡大

奈良県資料


